
さいたま市立与野本町小学校複合施設運営支援協議会設置要綱 

                           

（令和２年４月２１日 財政部長決裁）  

（趣旨）  

第１条 さいたま市立与野本町小学校複合施設（以下「複合施設」という。）

の運営に当たり、共用部の利用及び管理に必要な事項についての意見を聴

取し、複合施設の運営へ反映することを目的に、さいたま市立与野本町小

学校複合施設運営支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 

（所掌事項）  

第２条 協議会は、次の事項を協議する。  

⑴ 地域サロンの利用に関すること。  

  ⑵ 憩いの庭の利用、花壇の管理に関すること。  

  ⑶ その他共用部の利用に関して必要と認められる事項  

 

（組織等）  

第３条 協議会は、委員１５人程度をもって組織し、委員は、次に掲げる者で

構成する。 

⑴ 自治会、市民団体その他の関係団体の関係者  

⑵ 公募による市民  

⑶ 複合施設の運営に携わる民間事業者の役員又は職員  

⑷ 市職員  

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。  

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

 

（会長）  

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指

名する委員が、その職務を代理する。  

 

（会議）  

第５条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。  

２ 委員は、自ら協議会の会議に出席できないときは、代理の者を出席させ

ることができる。  

３ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若

しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。  

 

（庶務）  

第６条 協議会の庶務は、子育て支援課、放課後児童課又は博物館が行う。 

 



（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、

会長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、令和２年４月２２日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


